
北関東防衛局達第 ９号

改正 平成２０年 ３月３１日北関東防衛局達第 ９号

平成２１年 ３月３１日北関東防衛局達第 ７号

平成２１年１１月１１日北関東防衛局達第１９号

平成２２年 ７月２０日北関東防衛局達第１４号

平成２３年 １月 ４日北関東防衛局達第 １号

平成２５年１１月１５日北関東防衛局達第 ８号

平成２７年 ３月１６日北関東防衛局達第 ３号

平成２７年１０月 １日北関東防衛局達第 ７号

平成３０年 ３月３０日北関東防衛局達第 ２号

令和 ２年１２月１７日北関東防衛局達第 ２号

令和 ３年 ３月３１日北関東防衛局達第 １号

令和 ４年 ３月３１日北関東防衛局達第 １号

令和 ５年 ３月３１日北関東防衛局達第 ３号

令和 ５年１０月２０日北関東防衛局達第 ８号

北関東防衛局次長等の専決及び代決に関する達を次のように定める。

平成１９年９月１日

北関東防衛局長 德地 秀士

北関東防衛局次長等の専決及び代決に関する達

（通則）

第１条 北関東防衛局長（以下「局長」という ）の決裁事項についての専決及び北関東。

防衛局における代決は、別に定めるもののほか、この達の定めるところによる。

（定義）

第２条 この達において「専決」とは、局長の決裁事項のうち、特定事項について常に局

長に代って決裁することをいい 「代決」とは、権限を有する者又は専決すべき者が出、

張、休暇その他の理由により不在であって、かつ、当該事項が緊急に処理されなければ

ならない場合にこれらの者に代って当該事項について決裁することをいう。

（専決事項）

第３条 局次長の専決事項は、別表１のとおりとする。ただし、異例なものを除く。

２ 部長の専決事項は、別表２のとおりとする。ただし、重要なもの又は異例なものを除

く。

３ 本局に置かれる課長及び訟務官の専決事項は、別表３のとおりとする。ただし、重要

なもの又は異例なものを除く。

４ 地方防衛事務所長及び出張所長の専決事項は、別表４のとおりとする。ただし、重要

なもの又は異例なものを除く。

（代決）

第４条 代決を行うことができる者は、別表５のとおりとする。

２ 局長及び局次長が共に不在の場合の代決は、当該事項を所掌する各部長が行う。

３ 代決を行った者は、当該事項が重要なもの又は異例なものであるときは、速やかにそ

の権限を有する者に報告しなければならない。

附 則

この達は、平成１９年９月１日から施行する。

附 則（平成２０年３月３１日北関東防衛局達第９号）

この達は、平成２０年４月１日から施行する。

附 則（平成２１年３月３１日北関東防衛局達第７号）



この達は、平成２１年４月１日から施行する。

附 則（平成２１年１１月１１日北関東防衛局達第１９号）

この達は、平成２１年１１月１１日から施行する。

附 則（平成２２年７月２０日北関東防衛局達第１４号）

この達は、平成２２年７月２０日から施行する。

附 則（平成２３年１月４日北関東防衛局達第１号）

この達は、平成２３年１月４日から施行する。

附 則（平成２５年１１月１５日北関東防衛局達第８号）

この達は、平成２５年１１月１８日から施行する。

附 則（平成２７年３月１６日北関東防衛局達第３号）

この達は、平成２７年３月１６日から施行する。

附 則（平成２７年１０月１日北関東防衛局達第７号）

この達は、平成２７年１０月１日から施行する。

附 則（平成３０年３月３０日北関東防衛局達第２号）

この達は、平成３０年４月１日から施行する。

附 則（令和２年１２月１７日北関東防衛局達第２号）

この達は、令和２年１２月１７日から施行する。

附 則（令和３年 ３月３１日北関東防衛局達第１号）

この達は、令和３年 ３月３１日から施行する。

附 則（令和３年 ３月３１日北関東防衛局達第１号）

この達は、令和４年 ４月 １日から施行する。

附 則（令和５年 ３月３１日北関東防衛局達第３号）

この達は、令和５年 ４月 １日から施行する。

附 則（令和５年１０月２０日北関東防衛局達第８号）

この達は、令和５年１０月２３日から施行する。



別表１（第３条第１項関係）
１ 各部に関する事項

号数 事 項

１ 局務についての企画、立案及び総合調整（重要なものを除く ）。

２ 総務部に関する事項

号数 事 項

１ 局内研修の計画及び実施

別表２（第３条第２項関係）
１ 各部に関する事項

号数 事 項

１ 調査、統計の作成及び資料の収集（関係機関等への報告等を除く ）。
２ 通達により命ぜられた報告書等の提出
３ 防衛省等からの通知等文書の局内周知
４ 自衛隊に属する航空機及び艦船への搭乗依頼及び輸送請求、給食その

他協力依頼
５ 自衛隊の立入制限施設への立入申請



２ 総務部に関する事項

号数 事 項

１ 特別防衛秘密の保護に関する訓令（平成１９年防衛省訓令第３８号）
第３条及び第４条第１項の規定による取扱者及び保全責任者の指定

２ 航空機の使用及び搭乗に関する訓令（昭和３６年防衛庁訓令第２号）
第１２条の規定による報告

３ 防衛省の情報保証に関する訓令（平成１９年防衛省訓令第１６０号）
第２７条の規定による防衛大臣への報告

４ 防衛省の情報公開に関する訓令（平成１３年防衛庁訓令第３９号。以
下「情報公開訓令」という ）第２０条の規定による開示決定の通知。

５ 情報公開訓令第２１条の規定による不開示決定の通知
６ 行政機関の保有する情報の公開に関する法律（平成１１年法律第４２

号。以下「情報公開法」という ）第１０条第２項の規定による開示。
決定等の期限延長の通知

７ 情報公開法第１１条の規定による開示決定等の期限の特例規定の通知
８ 情報公開訓令第１３条第３項の規定による開示請求に係る事案の移送

の通知
９ 表彰等に関する訓令（昭和３０年防衛庁訓令第４９号）第３４条の規

定による表彰実施報告
10 住居手当（昭和４９年人事院規則９－５４）第７条の規定による住居

届の確認及び住居手当の決定
11 通勤手当（昭和３３年人事院規則９－２４）第４条の規定による通勤

届の確認及び通勤手当の決定
12 扶養手当の支給手続（昭和２６年人事院細則９－７－１）第２項の規

定による扶養親族の認定
13 単身赴任手当（平成２年人事院規則９－８９）第８条の規定による単

身赴任届の確認及び単身赴任手当の決定
14 国家公務員退職手当法の規定による自治体等との事務手続き
15 各幕等から依頼された各種教育・研修（課程 ・試験等に関する事務）
16 恩給の請求に係る書類の審査及び送付
17 健康保険法施行規則（大正１５年内務省令第３６号）第２５条第１項

の規定による報酬月額の届出
18 健康保険法施行規則第２４条第１項の規定による資格取得の届出
19 健康保険法施行規則第２７条第１項の規定による健康保険被保険者賞

与支払届の提出
20 健康保険法施行規則第３８条第１項の規定による被扶養者の届出
21 健康保険法施行規則第２９条第１項の規定による資格喪失の届出
22 健康保険法施行規則第３０条及び第３１条の規定による変更の届出
23 厚生年金保険法施行規則（昭和２９年厚生省令第３７号）第１８条第

１項の規定による報酬月額の届出
24 厚生年金保険法施行規則第１５条第１項の規定による資格取得の届出
25 厚生年金保険法施行規則第１９条の５第１項の規定による厚生年金保

険被保険者賞与支払届の提出
26 厚生年金保険法施行規則第２２条第１項の規定による資格喪失の届出
27 厚生年金保険法施行規則第２３条第１項及び第２４条１項の規定によ

る変更の届出
28 雇用保険法施行規則（昭和５０年労働省令第３号）第６条第１項の規

定による資格取得の届出
29 雇用保険法施行規則第７条第１項及び第２項の規定による資格喪失の



届出
30 雇用保険法施行規則第８条第１項の規定による確認の請求
31 労働保険の保険料の徴収等に関する法律施行規則（昭和４７年労働省

令第８号）第３８条第１項の規定による保険料の申告及び納付
32 失業者の退職手当支給規則（昭和５０年総理府令第１４号）第３条の

規定による国家公務員退職票の交付
（ ）33 防衛省職員の健康管理に関する訓令 昭和２９年防衛庁訓令第３１号

第１８条第１項による報告
34 防衛省職員療養及び補償実施規則（昭和３０年防衛庁訓令第７３号）

に基づく事務（ 四半期別災害補償報告 「災害補償報告 「遺族補「 」、 」、
償年金、遺族特別給付金の改定」に限る。局長、次長、総務部長に係
る補償を除く ）。

35 人事院規則１６－０（職員の災害補償）第２条及び第３条に規定によ
る災害と認定された者への補償に係る支給額等の協議、決定及び通知

36 自衛隊における伝染病予防に関する訓令（昭和３３年防衛庁訓令第３
７号）第３条第２項及び第３項の規定による報告

37 児童手当の受給資格等の認定及び支給に関する事務
38 国家公務員宿舎法施行規則（昭和３４年大蔵省令第１０号。以下「宿

舎法施行規則」という ）第１２条第１項の規定による入居期限の延。
期の承認

39 宿舎法施行規則第２３条及び第２４条の規定による宿舎明渡猶予申請
書の受理及び承認

40 宿舎法施行規則第２７条の規定による管理人の選任
41 防衛省所管国有財産取扱規則（平成１８年防衛庁訓令第１１８号。以

下「国有財産取扱規則」という ）第１９条第２項の規定による他の。
各省各庁の継続使用承認（従前の目的、面積若しくは使用料を変更し
て使用させようとする場合又は使用期間の満了後引き続き５年以上に
わたり使用させようとする場合を除く ）。

42 国有財産取扱規則第１０条第１項第４号の規定による新築又は増築の
うち国有財産取扱規則第２６条に規定する部局長処理事項

43 国有財産取扱規則第１１条の規定による土地及び建物以外の財産の取
得のうち工作物及び立木竹の取得（購入、交換及び寄附の受納による
ものを除く ）。

44 国有財産取扱規則第１４条第１項の規定による所管換（財務協議を要
しないものに限る ）。

45 国有財産取扱規則第１５条の規定による種別替
46 国有財産取扱規則第１６条の規定による所属替
47 国有財産取扱規則第１７条の規定による用途変更
48 国有財産取扱規則第１８条の規定による移築又は改築
49 国有財産取扱規則第１９条の規定による他の各省各庁への使用承認及

び防衛大臣への報告
50 国有財産取扱規則第２０条の規定による部局間使用及び防衛大臣への

報告
51 国有財産取扱規則第２１条の規定による使用許可（大臣承認又は財務

協議を要するものを除く ）。
52 国有財産取扱規則第２１条の規定による防衛大臣への使用許可の報告

及び所轄財務局長等への使用許可の通知
53 国有財産取扱規則第２１条第５項の規定による１か月以内の使用許可
54 国有財産取扱規則第２２条第２項の規定による所轄財務局長等への用

途廃止の通知及び用途廃止した財産の引継ぎ
55 国有財産取扱規則第２２条第３項の規定による用途廃止及び所轄財務



局長への通知
56 国有財産取扱規則第２５条の規定による所轄財務局長等への譲与及び

売払いの通知
57 国有財産取扱規則第２７条の規定による協議（国有財産取扱規則第１

０条第１項、第１４条第１項、第１５条から第１８条まで、第１９条
第１項、第２１条第３項に係る総務部長専決事項又は防衛大臣承認後
の協議に限る ）。

58 国有財産取扱規則第２８条の規定による所轄財務局長等への一般の使
用許可の通知

59 国有財産取扱規則第２９条の規定による防衛大臣への報告
60 国有財産取扱規則第３４条の規定による立入通知
61 国有財産取扱規則第３５条第１項の規定による境界の確定
62 国有財産取扱規則第３５条第２項の規定による防衛大臣への境界確定

の報告
63 国有財産取扱規則第３６条第１項の規定による台帳の備付け、異動が

あった場合の台帳記載
64 国有財産使用承認書第７条第３項及び国有財産使用許可書第７条第３

項又は第８条第３項の規定による使用物件の修繕、模様替等の承認
65 不動産登記法（平成１６年法律１２３号）第１１６条及び第１１７条

の規定による行政財産の登記の嘱託
66 公共の用に供されている財産を占有するための許可申請
67 庁舎等使用現況及び見込報告書の取扱いについて（昭和４５年５月１

５日蔵理第１８９０号）に基づく所轄財務局長又は所轄財務事務所長
への庁舎等現況及び見込報告書の送付

68 他の各省各庁の国有財産取扱規則等により使用している他省庁財産の
継続使用申請

69 国の債権の管理等に関する法律（昭和３１年法律第１１４号）第１２
条の規定による債権発生の歳入徴収官への通知（財務通知を要しない
ものに限る ）。

70 公共工事の入札及び契約の適正化の促進に関する法律及び同施行令の
（ 。 ． ． ）取扱に係る細部事項について 防整施第６９３９号 ２８ ３ ３１

別紙第２第４項の規定による入札状況の報告等
71 建設工事に係る競争参加資格申請の受理に関する事務
72 予算決算及び会計令（昭和２２年勅令第１６５号）第７４条の規定に

よる入札の公告
73 駐留軍等労働者永年勤続者表彰式の実施に関する事務（実施計画の決

定に関する事務を除く ）。
74 防衛省本省の内部部局及び地方防衛局の訴訟事務処理要領（官文第８

２５１号。１９．８．２９）別紙第９の規定による訴訟の審理経過報
告

75 上記各号に準ずるもので、局長が総務部長の専決を適当と認めるもの



３ 企画部に関する事項

号数 事 項

１ 防衛施設周辺対策事業補助金等交付事務取扱規則（平成１９年防衛省
訓令第８０号。以下「交付事務取扱規則」という ）第４条の規定に。
よる補助事業等の内定の通知

２ 交付事務取扱規則第７条第２項の規定による補助事業等の計画変更の
承認及び補助事業等計画変更承認書の通知（補助金等交付決定通知書
に準ずる通知書により通知する場合の承認を除く ）。

３ 交付事務取扱規則第９条の規定による補助金等交付事務処理状況の報
告

４ 防衛施設周辺防音事業に係る音響の強度及び頻度の測定等に関する訓
令（平成１９年防衛省訓令第８８号）第２条第１項第１号、第２号及
び第２項第１号の規定による音響測定の実施

５ 飛行場等周辺の移転補償等の実施に関する訓令（平成１９年防衛省訓
令第８９号。以下「移転補償等実施訓令」という ）第４条の規定に。
よる建物等調書の作成

６ 移転補償等実施訓令第１２条の規定による土地調書及び土地境界確認
書の作成

７ 移転補償等実施訓令第１９条の規定による所有権移転登記
８ 移転補償等実施訓令第２１条の規定による支払の報告等
９ 自衛隊等の使用する飛行場等周辺の移転補償に係る証明及び交付
10 自衛隊施設及び提供施設・区域の使用実態等調査に関する報告
11 地方協力確保事務実施計画に基づく各機関への支援依頼等
12 埼玉県地球温暖化対策推進条例第１２条第１項の規定による地球温暖

化対策計画書の作成及び提出
13 埼玉県地球温暖化対策推進条例第１６条第２項の規定による埼玉県知

事への届出
14 防衛省におけるエネルギー管理体制及び取組方針等について（防地環

第１１５５５号。３．７．１）第４項の規定による機関等エネルギ
ー管理統括者等の選任及び通知

15 環境保全に係る自治体からの各種照会事項への回答等
16 上記各号に準ずるもので、局長が企画部長の専決を適当と認めるもの



４ 調達部に関する事項

号数 事 項

１ 防衛省における自衛隊の施設の取得等に関する訓令（平成１９年防衛
省訓令第６６号。以下「取得等訓令」という ）第２８条第１項及び。
第２項の規定による契約締結報告書の作成、提出及び送付

２ 取得等訓令第３０条第１項の規定による工事完成状況報告書の作成、
提出及び送付

３ 取得等訓令第３２条の規定による工事完成前の使用の協議及び承認
４ 取得等訓令第３３条第２項の規定による内部部局庁舎等の国有財産台

帳登録に必要な資料の送付
５ 提供施設に係る整備の事務処理手続に関する訓令（平成２０年防衛省

訓令第３５号 ）第９条第１項の規定による整備工事契約締結・工事。
完成状況報告書の作成及び提出

６ 提供施設の管理、緩衝地帯の整備等に係る工事の事務処理手続に関す
る訓令（平成１９年防衛省訓令第１３２号。以下「管理工事等事務処
理訓令」という ）第１０条及び第１７条の規定による契約締結報告。
書の作成、提出及び送付

７ 管理工事等事務処理訓令第１１条及び第１８条の規定による工事完成
状況報告書の作成及び提出

８ 工事の実施細目について（通知 （防整技第７１６７号。２８．３．）
３１ ）第４の規定による設計書等の作成。

９ 工事監督の実施細目について（通知 （防整技第７１６５号。２８．）
３．３１）第７第１項の規定による大規模な工事現場の指定

（ ）（ 。 ． ．10 工事成績評定要領について 通知 防整技第７１６０号 ２８ ３
３１）の規定による評定結果の通知

11 技術業務委託における受託者の業務成績評定について（通知 （防整）
技第７１８５号。２８．３．３１）の規定による評定結果の通知

12 建設工事に係る各種証明
13 建設工事に関する法令、条例、規則及びその他の規程による申請、届

出、通知、協議、報告、提出等（代理者への委任を含む ）。
14 工事監督の実施細目について（通知 （防整技第７１６５号。２８．）

３．３１）第４４第２項の規定による発生材の報告及び引継
15 上記各号に準ずるもので、局長が調達部長の専決を適当と認めるもの



５ 管理部に関する事項

号数 事 項

１ 合衆国軍隊等の行為等による被害者等に対する賠償金の支給等に関す
る防衛省令（昭和３７年総理府令第４２号。以下「賠償金支給等令」
という ）第４条第２項の規定による損害賠償請求書の送付。

２ 賠償金支給等令第５条第１項の規定による事故発生証明書の取付け
３ 賠償金支給等令第５条第２項の規定による損害状況等報告書の作成及

び送付
４ 賠償金支給等令第８条第１項の規定による賠償金の額の決定並びに同

条第２項の規定による支払報告書の作成及び送付
５ 賠償金支給等令第１１条の規定による請求者への通知
６ 賠償金支給等令第１２条第１項の規定による報告書（和英両文）の作

成
７ 賠償金支給等令第１２条第２項の規定による公務外損害補償請求書等

の送付
８ 賠償金支給等令第１５条第２項の規定による見舞金の支払完了報告
９ 駐留軍の航空機事故等に起因する捜索及び救難作業等のため提供され

た地方公共団体等の役務に対する見舞金の支給に関する訓令（平成１
９年防衛省訓令第９７号）第４条第２項の規定による消防吏員又は消
防団員が出勤した場合の第４条第１項に規定する経費以外の経費の協
議

10 駐留軍の施行する工事の調整に関する訓令（平成１９年防衛省訓令第
９５号。以下「工事調整訓令」という ）第６条の規定による工事調。
整不調報告書の作成等

11 工事調整訓令第８条の規定による工事調整処理報告書の提出
12 旧賠償機器返還処理に関する訓令（平成１９年防衛省訓令第９４号。

以下「旧賠償機器返還処理訓令」という ）第３条第１項の規定によ。
る所有権の照会

13 旧賠償機器返還処理訓令第３条第２項の規定による駐留軍への調査依
頼

14 旧賠償機器返還処理訓令第４条の規定による旧賠償機器（民有）引渡
通知書の送付

15 旧賠償機器返還処理訓令第５条第１項の規定による民有機器の受領等
16 旧賠償機器返還処理訓令第５条第２項の規定による所有者への引渡し
17 旧賠償機器返還処理訓令第５条第３項の規定による旧賠償機器現状確

認書の作成等
18 旧賠償機器返還処理訓令第６条第１項の規定による国有機器引渡しの

際の立会い
19 旧賠償機器返還処理訓令第６条第２項の規定による返還書の受領
20 旧賠償機器返還処理訓令第７条の規定による保管等
21 旧賠償機器返還処理訓令第８条の規定による保管機器の引渡し等
22 旧賠償機器返還処理訓令第１０第１項の規定による旧賠償機器返還処

理状況報告書の提出
23 旧賠償機器返還処理訓令第１６条の規定による旧賠償機器引取費補償

額決定通知書等の送付
24 旧賠償機器返還処理第１７条第２項の規定による補償額の支払完了報

告
25 施設発生物品等の取扱いについて（通知 （防地調第５５１５号。２）

９．４．７）第２９項第１号の規定による書類の送付等に際しての地



方防衛局長の経由（物品管理事務引継書の写しの送付に限る ）。
26 予算決算及び会計令（昭和２２年勅令第１６５号）第７４条の規定に

よる入札の公告
27 土地等中間補償の処理に関する訓令（平成１９年防衛省訓令第１０１

号。以下「中間補償処理訓令」という ）第３条の規定による所有者。
等への損害発生の通知

28 中間補償処理訓令第５条の規定による土地等中間補償確認調書の作成
等

29 中間補償処理訓令第１１条第１項の規定による土地等中間補償台帳の
作成等

30 中間補償処理訓令第１１条第２項の規定のよる図面の作成及び標識等
の設置

31 防衛施設周辺の生活環境の整備等に関する法律第１３条に基づく損失
補償の処理に関する訓令（平成１９年防衛省訓令第９０号。以下「損
失補償処理訓令」という ）第２条第２項の規定による損失補償申請。
書の写しの送付

32 損失補償処理訓令第７条第２項の規定による損失補償支払の完了報告
等

33 特別損失補償の処理に関する訓令（平成１９年防衛省訓令第６４号。
以下「特別損失補償処理訓令」という ）第３条の規定による損失補。
償申請書の写しの送付

34 特別損失補償処理訓令第８条第２項の規定による損失補償支払の完了
報告等

35 武力攻撃事態等におけるアメリカ合衆国の軍隊の行動に伴い我が国が
実施する措置に関する法律第１４条に基づく損失補償の処理に関する
訓令（平成１９年防衛省訓令第１１９号。以下「武力攻撃事態等損失
補償訓令」という ）第２条第１項の規定による損失補償申請書の写。
しの送付

36 武力攻撃事態等損失補償訓令第６条第２項の規定による損失補償支払
の完了報告

37 自衛隊の訓練等に必要な制限水域の設定及びこれに伴う損失補償に関
する訓令（平成１９年防衛省訓令第６３号。以下「自衛隊損失補償訓
令」という ）第１２条第１項及び第２２条第１項の規定による損失。
補償申請書の提出依頼

38 自衛隊損失補償訓令第２６条第１項の規定による漁業補償処理報告書
による報告及び関係知事への補償金の支払通知並びに同条第２項の規
定による漁業補償処理報告書による報告

39 駐留軍の制限水域に存する漁業権等の行使制限及び漁船の操業制限等
並びにこれらに伴う損失補償に関する訓令（平成１９年防衛省訓令第
６２号。以下「駐留軍損失補償訓令」という ）第９条の規定による。
漁業権等調書の作成等

40 駐留軍損失補償訓令第１４条（第２６条において準用する場合を含
む ）の規定による漁業補償処理報告書による報告及び第２６条の規。
定による関係知事への補償金の支払通知

41 日本国とアメリカ合衆国との間の相互協力及び安全保障条約に基づき
日本国にあるアメリカ合衆国の軍隊の水面の使用に伴う漁船の漁業制
限等に関する法律第３条第１項の規定による損失補償申請書の提出依
頼

（ ）（ ． ． ． （ ）42 漁業見舞金支給要領について 通達 令和３ ７ １ 防地在 事
第１６６号）第４の規定による漁業見舞金申請書の提出依頼及び第８
の規定による漁業見舞金支払完了報告書による報告



43 漁業補償等処理事務費の執行について（通知 （２０．３．３１．地）
補第４１３４号）の８による演習通報等協力受託書の提出依頼

44 国有財産取扱規則第１０条第１項第４号の規定による新築又は増築の
うち国有財産取扱規則第２６条に規定する部局長処理事項

45 国有財産取扱規則第１１条の規定による土地及び建物以外の財産の取
得のうち工作物及び立木竹の取得（購入、交換及び寄附の受納による
ものを除く ）。

46 国有財産取扱規則第１４条第１項の規定による所管換（財務協議を要
しないものに限る ）。

47 国有財産取扱規則第１５条の規定による種別替
48 国有財産取扱規則第１６条の規定による所属替
49 国有財産取扱規則第１７条の規定による用途変更
50 国有財産取扱規則第１８条の規定による移築又は改築
51 国有財産取扱規則第１９条の規定による他の各省各庁への使用承認及

び防衛大臣への報告
52 国有財産取扱規則第２０条の規定による部局間使用及び防衛大臣への

報告
53 国有財産取扱規則第２１条の規定による使用許可（大臣承認又は財務

協議を要するものを除く ）。
54 国有財産取扱規則第２１条の規定による防衛大臣への使用許可の報告

及び所轄財務局長等への使用許可の通知
55 国有財産取扱規則第２１条第５項の規定による１か月以内の使用許可
56 国有財産取扱規則第２２条第２項の規定による所轄財務局長等への用

途廃止の通知及び用途廃止した財産の引継ぎ
57 国有財産取扱規則第２２条第３項の規定による用途廃止及び所轄財務

局長への通知
58 国有財産取扱規則第２５条の規定による所轄財務局長等への譲与及び

売払いの通知
59 国有財産取扱規則第２７条の規定による協議（国有財産取扱規則第１

０条第１項、第１４条第１項、第１５条から第１８条まで、第１９条
第１項、第２１条第３項に係る管理部長専決事項又は防衛大臣承認後
の協議に限る ）。

60 国有財産取扱規則第２８条の規定による所轄財務局長等への一般の使
用許可の通知

61 国有財産取扱規則第２９条の規定による防衛大臣への報告
62 国有財産取扱規則第３４条の規定による立入通知
63 国有財産取扱規則第３５条第１項の規定による境界の確定
64 国有財産取扱規則第３５条第２項の規定による防衛大臣への境界確定

の報告
65 国有財産取扱規則第３６条第１項の規定による台帳の備付け、異動が

あった場合の台帳記載
66 国有財産取扱規則第４１条の規定による計算証明規則第６４条第２項

の規定に基づく計算書の会計検査院への提出
67 国有財産取扱規則第４２条の規定による国有財産増減及び現在額報告

書等の防衛大臣への送付
68 国有財産取扱規則第４３条の規定による国有財産見込現在額報告書等

の防衛大臣への送付
69 国有財産取扱規則第４４条の規定による国有財産無償貸付状況報告書

等の防衛大臣への送付
70 国有財産取扱規則第４５条の規定による庁舎等使用現況及び見込み報

告書の防衛大臣への送付



71 防衛省所管国有財産（施設）の取扱いに関する訓令（昭和３８年防衛
庁訓令第３０号。以下「国有財産取扱訓令」という ）第６条第１項。
の規定による国有財産供用通知書の送付

72 国有財産取扱訓令第７条第１項の規定による仮供用事務担当官の指定
申請

73 国有財産取扱訓令第７条第３項の規定による仮供用事務担当官との仮
供用の協議及び仮供用

74 国有財産取扱訓令第７条第４項の規定による国有財産仮供用通知書の
送付

75 国有財産取扱訓令第８条第２項の規定による供用事務担当官との供用
廃止の協議及び国有財産供用廃止通知書の送付

76 国有財産取扱訓令第１１条第３項の規定による供用事務担当官との使
用許可の協議（第１５条の規定により準用する場合を含む ）。

77 国有財産取扱訓令第１２条の規定による国有財産使用許可書の交付
（第１５条の規定により準用する場合を含む ）。

78 国有財産取扱訓令第１３条の規定による供用事務担当官への使用許可
の通知（第１５条の規定により準用する場合を含む ）。

79 国有財産取扱訓令第１４条第３項の規定による飛行場部外者使用状況
報告（第１５条の規定により準用する場合を含む ）。

80 国有財産取扱訓令第１７条第１項の規定による供用事務担当官への発
生材等の処分の依頼

81 国有財産取扱訓令第１７条第２項の規定による供用事務担当官との協
議

82 国有財産取扱訓令第１８条第２項の規定による部局長委任事項のうち
用途変更、移築又は改築（国有財産取扱規則第２７条第１項に規定す
る所轄財務局長又は所轄財務事務所長との協議を要しないものに限
る ）。

83 国有財産取扱訓令第２２条第１項の規定による境界標の設置
84 国有財産取扱訓令第２３条第２項の規定による供用事務担当官への供

用財産の異動及び付属図面の更正の通知
85 国有財産使用承認書第７条第３項及び国有財産使用許可書第９条第３

項の規定による使用物件の修繕、模様替等の承認
86 防衛省所管国有財産（普通財産）の取扱いに関する訓令（平成１９年

防衛省訓令第７８号。以下「普通財産取扱訓令」という ）第９条、。
第１０条及び第１１条の規定による普通財産の財務局長への引継ぎ

87 普通財産取扱訓令第１３条の規定による書類の徴収
88 普通財産取扱訓令第１４条及び同訓令第１５条の規定による使用の承

認申請
89 普通財産取扱訓令第１６条の規定による使用の承認等
90 普通財産取扱訓令第１７条の規定による台帳への登録等
91 普通財産取扱訓令第２１条第３項の規定による増減等に係る通知
92 普通財産取扱訓令第２２条の規定による確認
93 普通財産取扱訓令第２３条の規定による修繕、模様替による処理等
94 普通財産取扱訓令第２４条第２項の規定による財産受渡証明書副本の

送付
95 普通財産取扱訓令第２５条の規定による普通財産取得報告書の送付
96 普通財産取扱訓令第２７条の規定による異動報告書等の送付
97 普通財産取扱訓令第２９条の規定による処分の報告等
98 不動産登記法（平成１６年法律１２３号）第１１６条及び第１１７条

の規定による行政財産の登記の嘱託
99 公共の用に供されている財産を占有するための許可申請



100 他の各省各庁の国有財産取扱規則等により使用している他省庁財産の
継続使用等の協議及び申請並びに使用承認後の使用許可

101 駐留軍から返還された民公有土地等の引渡し等に関する訓令（平成１
９年防衛省訓令第７５号。以下「返還民公有地引渡訓令」という ）。
第４条の規定による国有財産の現状の調査等

102 返還民公有地引渡訓令第２３条の規定による取壊条件売払い公告
103 返還民公有地引渡訓令第２４条第２項の規定による取壊条件付売払い

の契約締結に伴う関係書類の提出
104 返還民公有地引渡訓令第２７条の規定による条件工事に係る工事日誌

の整備
105 返還民公有地引渡訓令第２７条の規定による条件工事に係る関係書類

の提出
106 建設工事の実施に伴う必要な補償及び工事負担金に関する事務（金額

の決定及び契約の締結を除く ）。
107 下水道事業受益者負担金に係る回答、申告、申請、通知
108 防衛省における駐留軍の施設の取得等に関する訓令（平成１９年防衛

省訓令第１３１号）第６条の規定による地方協力局長との協議等（駐
留軍の使用に供する施設の管理に関する事務で地方公共団体に対する
見舞金の支給）

109 提供施設の管理、緩衝地帯の整備等に係る工事の事務処理手続に関す
る訓令（平成１９年防衛省訓令第１３２号。以下「管理等工事事務処
理手続訓令」という ）第１０条及び第１７条の規定による工事契約。
締結報告書の提出

110 管理等工事事務処理手続訓令第１１条及び第１８条の規定による工事
完成状況報告書の提出

111 河川法（昭和３９年法律第１６７号）第２３条、第２４条及び第９５
条の規定による流水の占用の協議に係る同意の条件として付された水
利使用規則に基づく報告

112 国有財産法（昭和２３年法律第７３号）第１０条第１項及び国の庁舎
等の使用調整等に関する特別措置法（昭和３２年法律第１１５号）第
３条の２の規定による実地監査の実施に伴う資料の提出

113 在日合衆国軍隊の用に供する国有財産の取扱いについて（平成１３年
財理第１３２２号）第２の１⑵ハ及びニに基づく使用承認申請及び使
用条件承認

114 在日合衆国軍隊の用に供する国有財産の取扱いについて（平成１３年
財理第１３２２号）第６の３の規定による所轄財務局長への報告

115 提供国有財産及び提供民公有財産の一時使用等の取扱手続について
（通達 （防地施（事）第１６７号。２８．４．１）別紙第１の４(4)）
の規定による地方協力局次長への回答（大臣承認又は財務協議を要す
るものを除く ）。

116 提供国有財産及び提供民公有財産の一時使用等の取扱手続について
（通達 （防地施（事）第１６７号。２８．４．１）別紙第２の３(4)）
の規定による地方協力局次長への回答（大臣承認を要するものを除
く ）。

117 在日合衆国軍隊の用に供する国有財産の一時使用等を許可する場合の
取扱いの基準について（平成６年蔵理第３９３９号。以下「国有財産
一時使用許可取扱基準」という ）２の規定による一時使用等の許可。
の申請等（大臣承認又は財務協議を要するものを除く ）。

118 国有財産一時使用許可取扱基準５の規定による一時使用等の許可（大
臣承認又は財務協議を要するものを除く ）。

119 在日合衆国軍隊の用に供する国有財産及び民公有財産の一時使用等の



許可に係る審査基準等について（通達 （防地施（事）第１６８号。）
２８．４．１。以下「民公有財産一時使用許可審査基準」という ）。
別添２の２の規定による一時使用等の許可の申請（大臣承認を要する
ものを除く ）。

120 民公有財産一時使用許可審査基準別添２の７の規定による一時使用等
の許可（大臣承認を要するものを除く ）。

（ ）（ 。 ．121 特別借受宿舎の取扱いについて 通達 防人厚第８１３０号 １９
８．２８）に基づく賃貸借契約書第１５条に規定する国家公務員共済
組合連合会理事長への協議及び供用事務担当官への通知

122 立川公務員宿舎（仮称）整備等事業の事業契約書第５２条第４項に基
づく通知

123 国の債権の管理等に関する法律（昭和３１年法律第１１４号）第１２
条の規定による債権発生の歳入徴収官への通知（財務協議を要しない
ものに限る ）。

124 駐留軍の用に供する土地等の賃借等の処理に関する訓令（平成１９年
防衛省訓令第７６号。以下「賃借等処理訓令」という ）第５条及び。
第６条の規定による同意の取付け

125 賃借等処理訓令第７条の規定による所有者等への土地等の使用通知
126 賃借等処理訓令第８条の規定による所有者等への土地等使用廃止等の

通知
127 賃借等処理訓令第９条の規定による貸付解除に伴う損失補償の関係各

省庁への通報等
128 賃借等処理訓令第２４条の規定による土地等調書等の作成等
129 賃借等処理訓令第２８条の規定による土地等補償調書の作成等
130 賃借等処理訓令第３０条から第３４条までの規定による分割物件全部

移転補償調書等の作成
131 賃借等処理訓令第５０条の規定による財産使用確認書等の作成
132 自衛隊の施設として使用する土地等の賃借等の処理について（通知）

（ ） 。 「 」令和４年２月１８日 防地環第２５１４号 以下 賃借等処理通知
という ）第５及び第６の規定による同意の取付け。

133 賃借等処理通知第７の規定による所有者等への土地等の使用通知
134 賃借等処理通知第８の規定による所有者等への土地等使用廃止等の通

知
135 賃借等処理通知第９の規定による貸付解除に伴う損失補償の関係各省

庁への通報等
136 賃借等処理通知第２４の規定による土地等調書等の作成等
137 賃借等処理通知第２８の規定による土地等補償調書の作成等
138 賃借等処理通知第３０から第３４までの規定による分割物件全部移転

補償調書等の作成
139 賃借等処理通知第５０の規定による財産使用確認書等の作成
140 駐留軍の用に供する土地等の買収等の手続に関する訓令（平成１９年

防衛省訓令第９８号。以下「買収等手続訓令」という ）第４条の規。
定による土地等売渡同意書等の取付け

141 買収等手続訓令第５条の規定による土地等買収調書の作成等
142 買収等手続訓令第１２条の規定による国有財産の所轄財務局長への引

継ぎ等
143 駐留軍の用に供する土地の地役権等の設定等に関する訓令（平成１９

年防衛省訓令第１００号。以下「地役権等設定等訓令」という ）第。
３条第１項の規定による同意書の取付け

144 地役権等設定等訓令第３条第２項の規定による承諾書の取付け
145 返還民公有地引渡訓令第５条の規定による返還財産の確認及び受領



146 返還民公有地引渡訓令第６条第１項の規定による返還財産の引渡期日
の指定及び財産返還通知書の送付

147 返還民公有地引渡訓令第７条第１項の規定による返還財産受領書の徴
収

148 自衛隊の施設並びに駐留軍の使用に供する施設及び区域に係る土地等
の提供、買収及び返還に関する証明

149 賃借等処理訓令第５５条及び賃借等処理通知第５５の規定による契約
期間の更新依頼

150 賃借等処理通知に基づいた防衛施設用地等の賃貸借契約に係る契約相
手方からの依頼に基づく契約名義の変更及び工事保守会社認定の申請

151 用地取得に係る関係地権者等への境界立会依頼等
152 上記各号に準ずるもので、局長が管理部長の専決を適当と認めるもの



６ 装備部に関する事項

号数 事 項

１ 北関東防衛局における中央調達の事務の処理に関する達（平成２７年
北関東防衛局達第６号）第２条第３項の規定による防衛装備庁長官へ
の通知

２ 日米間の相互政府品質管理に関する訓令（防衛装備庁訓令第１３号）
第９条第１項及び第２項並びに第１１条第３項の規定に基づく防衛装
備庁への通知

３ 上記に準ずるもので、局長が装備部長の専決を適当と認めるもの



別表３（第３条第３項関係）
１ 各課等に関する事項

号数 事 項

１ 本局に置かれる課長及び訟務官の専決事項は、戸籍簿、商業登記簿、
不動産登記簿等の閲覧及びこれらの謄本等の交付申請事務とする。

２ 会計課長に関する事項

号数 事 項

１ 補助等に係る予算の執行の適正化に関する法律（昭和３０年法律第１
７９号）第２３条第２項の規定による立入検査の証票の交付に係る事
務

（ 。 「 」２ 国家公務員宿舎法 昭和２４年法律第１１７号 以下 公務員宿舎法
という ）第１３条の３の規定による被貸与者に対する監督。

３ 公務員宿舎法第１５条第１項の規定による有料宿舎の使用料の決定
４ 公務員宿舎法第２０条の規定による宿舎の現況に関する記録の備付け
５ 国家公務員宿舎法施行令（昭和３３年政令第３４１号）第９条の規定

による無料宿舎を貸与できる者の指定
６ 国家公務員宿舎法施行令第１６条かっこ書きに規定する財務大臣が定

（ ）める場合の取扱いについて 昭和４６ 年３月２０日蔵理第９９２号
第３項第１号の規定による宿舎損害賠償金軽減申請（承認）書の提出

７ 宿舎法施行規則第８条の規定による宿舎貸与申請書の受理
８ 宿舎法施行規則第９条の規定による宿舎貸与の承認及び承認書の交付
９ 宿舎法施行規則第１０条の規定による同居の申請書の受理及び承認
10 宿舎法施行規則第１２条第２項の規定による貸与の承認の取消し
11 宿舎法施行規則第２３条の規定による宿舎明渡猶予申請書の提出
12 宿舎法施行規則第３２条の規定による宿舎状況の報告書の作成
13 国家公務員宿舎事務取扱準則（昭和３４年大蔵省訓令特第６号）第１

４条の規定による合同宿舎貸与要求書の提出及び貸与承認書の交付
14 国家公務員宿舎事務取扱準則第１５条の規定による合同宿舎の貸与を

受けている職員の転任等の通報及び合同宿舎の使用料の控除を行う支
出官等の異動の通報並びに宿舎の維持管理に関する軽微な事務

15 国有財産取扱規則第１９条第２項の規定による他の各省各庁への継続
使用承認（従前の目的、面積若しくは使用料を変更して使用させよう
とする場合又は使用期間の満了後引き続き５年以上にわたり使用させ
ようとする場合を除く ）。

16 国有財産取扱規則第２１条第５項の規定による一般の継続使用許可
（従前の目的、面積若しくは使用料を変更して許可しようとする場合
又は許可の期間の満了後引き続き５年以上にわたり許可しようとする
場合を除く ）。

17 国の債権の管理等に関する法律（昭和３１年法律第１１４号）第１２
条の規定による債権発生の歳入徴収官への通知（継続使用のうち使用
料の変更がないものに限る ）。

18 国家公務員宿舎に係る宿舎居住証明申請書の送付
19 本局における管理庁等への管理経費実行済報告



３ 施設管理課長に関する事項

号数 事 項

１ 国有財産取扱規則第１９条第２項の規定による他の各省各庁への継続
使用承認（従前の目的、面積若しくは使用料を変更して使用させよう
とする場合又は使用期間の満了後引き続き５年以上にわたり使用させ
ようとする場合を除く ）。

２ 国有財産取扱規則第２１条第４項の規定による一般の継続使用許可
（従前の目的、面積若しくは使用料を変更して許可しようとする場合
又は許可の期間の満了後引き続き５年以上にわたり許可しようとする
場合を除く ）。

３ 国の債権の管理等に関する法律（昭和３１年法律第１１４号）第１２
条の規定による債権発生の歳入徴収官への通知（継続使用のうち使用
料の変更がないものに限る ）。



別表４（第３条第４項関係）
１ 各地方防衛事務所及び出張所に関する事項

号数 事 項

１ 自衛隊に属する航空機及び艦船への搭乗依頼及び輸送請求

２ 宇都宮防衛事務所に関する事項

号数 事 項

１ 北関東防衛局における中央調達の事務の処理に関する達（平成２７年
北関東防衛局達第６号）第２条第３項の規定による防衛装備庁長官へ
の通知



別表５（第４条関係）

権限を有する者 代 決 者
又は専決すべき者

局長 局次長

次長 各部長

総務課長（総務課所管事項に限る ）。

総務部長 会計課長（会計課所管事項に限る ）。

契約課長（契約課所管事項に限る ）。

企画部長 部次長

調達部長 部次長

管理部長 業務課長

装備企画課長（装備企画課所管事項に限る ）。

装備部長 装備第１課長（装備第１課所管事項に限る ）。

装備第２課長（装備第２課所管事項に限る ）。

課（室）長 課（室）長の指定する者

地方防衛事務所長 地方防衛事務所次長、百里防衛事務所業務係長、前橋防衛
事務所業務係長、千葉防衛事務所業務係長、新潟防衛事務
所業務係長


